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　　　　　　　　　目　　　　　次

　　　　　　　　選挙管理委員会告示

○参議院愛知県選出議員選挙の選挙長及び選挙長職務代理者
の選任

○参議院比例代表選出議員選挙の愛知県選挙分会長及び愛知
県選挙分会長職務代理者の選任

○参議院愛知県選出議員選挙の選挙会及び参議院比例代表選
出議員選挙の愛知県選挙分会を開く場所及び日時

○参議院愛知県選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選
挙の選挙公報の掲載文の掲載順序を定めるくじを行う場所
及び日時

○参議院比例代表選出議員選挙の名簿届出政党等の名称等の
掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時

○参議院愛知県選出議員選挙の選挙運動に関する支出の制限
額

○参議院愛知県選出議員選挙の各候補者の政見放送の日時を
定めるくじを行う場所及び日時

　　　　　　　　選 挙 長 告 示

○参議院愛知県選出議員選挙の選挙長が事務を処理する場所
○参議院愛知県選出議員選挙の選挙立会人を定めるくじを行

う場所及び日時

　　　　　　　　選挙分会長告示

○参議院比例代表選出議員選挙の愛知県選挙分会長が事務を
処理する場所

○参議院比例代表選出議員選挙の愛知県選挙分会選挙立会人
を定めるくじを行う場所及び日時
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　　　　　　　　　　　　　　　　 選挙管理委員会告示

愛知県選挙管理委員会告示第38号
　令和７年７月20日執行の参議院愛知県選出議員選挙について、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第75
条第３項及び公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第80条第１項の規定に基づき、選挙長及び選挙長の
職務を代理する者を次のように選任した。
　　令和７年７月３日

愛知県選挙管理委員会委員長　加　藤　　　茂　
１　選挙長

名古屋市昭和区
加藤　　茂

２　選挙長職務代理者
稲沢市
諏訪　智宏

　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県選挙管理委員会告示第39号
　令和７年７月20日執行の参議院比例代表選出議員選挙について、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第
75条第３項及び公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第80条第１項の規定に基づき、愛知県選挙分会長
及び愛知県選挙分会長の職務を代理する者を次のように選任した。
　　令和７年７月３日

愛知県選挙管理委員会委員長　加　藤　　　茂　
１　愛知県選挙分会長

名古屋市昭和区
加藤　　茂

２　愛知県選挙分会長職務代理者
稲沢市
諏訪　智宏

　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県選挙管理委員会告示第40号
　令和７年７月20日執行の参議院愛知県選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙について、公職選挙
法（昭和25年法律第100号）第78条の規定に基づき、選挙会及び愛知県選挙分会を開く場所及び日時を次の
ように定めた。
　　令和７年７月３日

愛知県選挙管理委員会委員長　加　藤　　　茂　
１　参議院愛知県選出議員選挙選挙会

場所　名古屋市中区三の丸三丁目１番２号
愛知県庁本庁舎

日時　令和７年７月22日（火）　午前10時30分
２　参議院比例代表選出議員選挙愛知県選挙分会

場所　名古屋市中区三の丸三丁目１番２号
愛知県庁本庁舎

日時　令和７年７月22日（火）　午前11時30分
　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県選挙管理委員会告示第41号
　令和７年７月20日執行の参議院愛知県選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙について、公職選挙
法（昭和25年法律第100号）第169条第６項の規定に基づき、選挙公報の掲載文の掲載順序を定めるくじを行
う場所及び日時を次のように定めた。
　　令和７年７月３日

愛知県選挙管理委員会委員長　加　藤　　　茂　
１　参議院愛知県選出議員選挙選挙公報

場所　名古屋市中区三の丸三丁目１番２号
愛知県庁本庁舎

日時　令和７年７月４日（金）　午後６時
２　参議院比例代表選出議員選挙選挙公報

場所　名古屋市中区三の丸三丁目１番２号
愛知県庁本庁舎
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日時　令和７年７月４日（金）　午後７時

　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県選挙管理委員会告示第42号
　令和７年７月20日執行の参議院比例代表選出議員選挙について、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第
175条第３項の規定に基づき、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所における名簿届出政党等
の名称及び略称並びに名簿登載者の氏名（同法第86条の３第１項後段の規定により優先的に当選人となるべ
き候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が名簿に記載されている者である名簿登載者にあって
は、氏名及び当選人となるべき順位）の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を次のように定め
た。
　　令和７年７月３日

愛知県選挙管理委員会委員長　加　藤　　　茂　
１　場所　　

名古屋市中区三の丸三丁目１番２号
愛知県庁本庁舎

２　日時
令和７年７月３日（木）　午後６時

　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県選挙管理委員会告示第43号
　令和７年７月20日執行の参議院愛知県選出議員選挙について、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第194
条の規定に基づく選挙運動に関する支出の制限額は、候補者一人につき次のとおりである。
　　令和７年７月３日

愛知県選挙管理委員会委員長　加　藤　　　茂　
　制限額　54,229,500円
　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県選挙管理委員会告示第44号
　令和７年７月20日執行の参議院愛知県選出議員選挙について、政見放送及び経歴放送実施規程（平成６年
自治省告示第165号）第14条第１項の規定に基づき、各候補者の政見放送の日時を定めるくじを行う場所及
び日時を次のように定めた。
　　令和７年７月３日

愛知県選挙管理委員会委員長　加　藤　　　茂　
１　場所　　

名古屋市中区三の丸三丁目１番２号
愛知県庁本庁舎

２　日時
令和７年７月３日（木）　午後６時

選挙長告示
　令和７年７月20日執行の参議院愛知県選出議員選挙について、選挙長が事務を処理する場所を次のように
定めた。
　　令和７年７月３日

参議院愛知県選出議員選挙選挙長　加　藤　　　茂　
　名古屋市中区三の丸三丁目１番２号　愛知県庁本庁舎
　　　　　　　　　　　　　　　　
選挙長告示
　令和７年７月20日執行の参議院愛知県選出議員選挙について、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76
条において準用する同法第62条第２項及び第４項の規定に基づき、選挙立会人となるべき者として届出の
あった者が10人を超えるとき、又は同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる者が
３人以上あるときに、選挙立会人を定めるくじを行う場所及び日時を次のように定めた。
　　令和７年７月３日

参議院愛知県選出議員選挙選挙長　加　藤　　　茂　
１　場所

名古屋市中区三の丸三丁目１番２号
愛知県庁本庁舎

２　日時
令和７年７月18日（金）　午前10時

選 挙 長 告 示
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選挙分会長告示
　令和７年７月20日執行の参議院比例代表選出議員選挙について、愛知県選挙分会長が事務を処理する場所
を次のように定めた。
　　令和７年７月３日

参議院比例代表選出議員選挙愛知県選挙分会長　加　藤　　　茂　
　名古屋市中区三の丸三丁目１番２号　愛知県庁本庁舎
　　　　　　　　　　　　　　　　
選挙分会長告示
　令和７年７月20日執行の参議院比例代表選出議員選挙について、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第
76条において準用する同法第62条第２項の規定に基づき、愛知県選挙分会の選挙立会人となるべき者として
届出のあった者が10人を超えるときに、愛知県選挙分会の選挙立会人を定めるくじを行う場所及び日時を次
のように定めた。
　　令和７年７月３日

参議院比例代表選出議員選挙愛知県選挙分会長　加　藤　　　茂　
１　場所

名古屋市中区三の丸三丁目１番２号
愛知県庁本庁舎

２　日時
令和７年７月18日（金）　午前10時30分

選挙分会長告示
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